
お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

事業イメージ

交付金（交付率︓ ）

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対し複数年度にわたり継続的かつ包括的
に交付金により支援します。

１．脱炭素先行地域づくり事業への支援
脱炭素先行地域に選定された地方公共団体に対して、再エネ等設備の導入に加え、再エ

ネ利用最大化のための基盤インフラ設備（蓄電池、自営線等）や省CO2等設備の導入、
これらと一体となってその効果を高めるために実施するソフト事業を支援します。

２．重点対策加速化事業への支援
再エネ発電設備を一定以上導入する地方公共団体（都道府県・指定都市・中核市・施行

時特例市︓1MW以上、その他の市町村︓0.5MW以上）に対して、屋根置きなど自家消費
型の太陽光発電や住宅の省エネ性能の向上などの重点対策の複合実施等を支援します。

我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現とともに、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減することを目指すこと、さらに、50%の高みに向け挑
戦を続けることを2021年4月に表明した。本事業は、「地域脱炭素ロードマップ」（令和３年６月９日第３回国・地方脱炭素実現会議決定）及び地球温暖化対策計画（令和３年
10月22日閣議決定）に基づき、脱炭素事業に意欲的に取り組む地方公共団体等を複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するスキームとして交付金を設け、改正地球温暖化対
策推進法と一体となって、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組を実施するとともに、脱炭素の基盤となる重点対策を全
国で実施し、各地の創意工夫を横展開することを目的とする。

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により支援します。

【令和５年度要求額 40,000百万円（20,000百万円） 】

地方公共団体等

令和４年度〜令和１２年度

環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 電話︓03-5521-8233

■交付対象

脱炭素先行地域づくり事業 原則２／３※
重点対策加速化事業 ２／３〜１／３等

※財政力指数が全国平均（0.51）
以下の地方公共団体は一部３／４

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の
実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域
②重点対策を全国津々浦々で実施
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2030年度までに
実行

快適・利便
断熱・気密向上、公共交通

循環経済
生産性向上、資源活用

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

2050年を
待たずに

地域課題を解決し、
地域の魅力と質を向
上させる地方創生へ

②民間事業者等も事業
を実施する場合

＜参考︓交付スキーム＞

民間事業者等国 地方公共団体

国 地方公共団体①地方公共団体のみが
事業を実施する場合
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

「地球温暖化対策推進法」、「地球温暖化対策計画」及び「地域脱炭素ロードマップ」に基づき行う、地域再エネ導入
の取組は、2030年度46%削減目標の達成と2050年脱炭素社会の実現に貢献しつつ、地域課題を解決し、地域の魅力と
質を向上させる地方創生に貢献する取組として実施することが求められている。地域に根ざした再エネ導入のためには、
地方公共団体が地域の関係者と連携して、地域に適した再エネ設備導入の計画、住民との合意形成、再エネ需要の確保、
持続的な事業運営体制構築、人材確保・育成など多様な課題の解決に取り組むことが不可欠であり、その支援を全国
的・集中的に行う必要がある。

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業

事業イメージ

(1)間接補助（定率）(2)(3)委託事業

再エネの最大限の導入と地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域づくりを支援します。

【令和５年度要求額 ５，０００百万円（８００百万円）】

(1)①②地方公共団体、③④地方公共団体（共同実施に限り民間事業者も対象）
(2)(3)民間事業者・団体等

令和３年度〜令和７年度

環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話︓03-5521-9109

■補助・委託対象

地方公共団体等による地域再エネ導入の目標設定・意欲的な脱炭素の取組に関する計画策
定、合意形成に関する戦略策定、公共施設等への太陽光発電設備等その他の再エネの導入調
査・事業実施体制構築支援、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築、事業の
持続性向上のための地域人材の確保・育成に関する支援を行う。
（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援

①地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援
②再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
③公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援
④官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援

（２）地域の脱炭素化実装加速化支援事業
①促進区域設定の事例・合意形成手法等のガイド作成・横展開
②地域の脱炭素化実装に向けた支援事業
③公共施設等への再エネ導入加速化支援事業

（３）地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業
①地域脱炭素実現に向けた中核人材育成事業
②地域脱炭素を加速化するための企業・自治体のネットワーク構築事業
③即戦力となる地域脱炭素人材の確保に向けた支援事業

（２）地域の脱炭素化実装加速化支援事業
（３）地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業

2050年カーボンニュートラルの実現

（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援

※（１）③は令和４年度〜、（２）②は令和４年度〜、
（２）③は令和５年度〜、（３）②③は令和５年度〜
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ
① 地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援

地域のCO2削減目標や再エネポテンシャル等を踏まえた再エネ目標、目標達成
に必要となる意欲的な脱炭素の取組、施策の実施方法や体制構築等の検討に関す
る調査等を支援するとともに、これらを踏まえた計画策定を支援する。

② 再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング等の合意形成支援
再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング等の取組（地域の特性に応じた適

切な環境配慮に係る調査検討や、地域住民等による合意形成等）を支援する。
③ 公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援

太陽光発電設備等の未設置箇所（自治体所有施設・所有地等）における発電量
調査や日射量調査、屋根・土地形状等の把握、現地調査等、太陽光発電その他の
再エネ設備の導入に向けた調査検討を支援する。

④ 官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築支援
地域再エネ事業の事業スキーム、事業性、事業体（地域新電力等）設立に必

要となるシステム構築、事業運営体制構築に必要な予備的実地調査等を支援する。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、地域の再エネ目標やその実現に向けた意欲的な脱炭素の取組の検討、再
エネ促進区域の設定に係るゾーニング等の合意形成、公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査の実施による地方自
治体の計画策定を支援するとともに、地域の経済・社会的課題の解決に資する地域再エネ事業の実施・運営体制の構築
などを支援することで、地域における再エネの最大限導入を図る。

地域の再エネ目標・脱炭素事業の検討や再エネ促進区域の設定に係る合意形成等の実施による計画策定を支援します。

①②地方公共団体、③④地方公共団体（共同実施に限り民間事業者も対象）

令和３年度〜令和７年度 ※（１）③は令和４年度〜

■補助対象

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業のうち、
（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援

環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話︓03-5521-9109

①計画策定支援

計画的・段階的な脱炭素への取組みへ

現状

目標

出典:長野県ゼロカーボン戦略

②合意形成支援 ③導入調査支援 ④体制構築支援

間接補助 定率 ①②③３／４、④２／３、１／２、１／３
上限 ①③1,000万円、②3,500万円、④2,000万円
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入
推進事業

支援対象

間接補助

地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日第３回 国・地方脱炭素実現会議決定）において、国・自治体の公共施設
における再生可能エネルギーの率先導入が掲げられ、また、昨今の災害リスクの増大に対し、災害・停電時に公共施設
へのエネルギー供給等が可能な再エネ設備等を整備することにより、地域のレジリエンス（災害等に対する強靱性の向
上）と地域の脱炭素化を同時実現する。

災害・停電時に公共施設へエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備等の導入を支援します。

【令和５年度要求額 7,000百万円（2,000百万円）】

地方公共団体
令和３年度〜令和７年度
環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 電話︓03-5521-8233

■補助対象

公共施設への設備導入（例）

災害時に避難施設として
機能を発揮する道の駅・
温浴施設へ太陽光発電設
備や未利用エネルギー活
用した温泉熱設備を導入

地域のレジリエンス強化・脱炭素化

再生可能エネルギー設備・蓄電池・未利用エネル
ギー活用設備・コジェネレーション

省エネルギー設備 等

地域の医療拠点として機能
を発揮する公立病院へコー
ジェネレーションシステム
を導入

公共施設※１への再生可能エネルギー設備等の導入を支援し、平時の脱炭素化に加え、
災害時にもエネルギー供給等の機能発揮を可能とする。

①（設備導入事業）再生可能エネルギー設備、未利用エネルギー活用設備、コジェネ
レーションシステム及びそれらの附帯設備（蓄電池※２、充放電設備、自営線、熱導
管等）並びに省CO2設備（高機能換気設備、省エネ型浄化槽含む）等を導入する費
用の一部を補助。CO2削減に係る費用対効果の高い案件を採択することにより、再
エネ設備等の費用低減を促進。

②（詳細設計等事業）再生可能エネルギー設備等の導入に係る調査・計画策定を行う
事業の費用の一部を補助。

①都道府県・指定都市︓1/3
市区町村（太陽光発電又はCGS）︓1/2
市区町村（地中熱、バイオマス熱等）及び離島︓2/3

②1/2（上限︓500万円/件）

※１ 地域防災計画により災害時に避難施設等として位置付けられた公共施設又は 業務継続計画
により、災害等発生時に業務を維持するべき施設（例︓防災拠点・避難施設・広域防災拠点・
代替庁舎など）に限る。

※2   蓄電池としてEVを導入する場合は、通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部
給電可能なEVに蓄電容量の1/2×4万円/kWhを補助。

PPA・リース・エネルギーサービス事業者として、地方公共団体
と共同申請する場合に限り、 民間事業者・団体等も可

防災拠点および行政機能の
維持として機能を発揮する
本庁舎へ地中熱利用設備を
導入

7



お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

（１）ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
（２）新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業
（３） 1. 再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

2. 離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業
（４）平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル

創出事業
（５）データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業
（６）公共施設の設備制御による地域内再エネ活用モデル構築事業

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業
（一部 総務省・農林水産省・経済産業省 連携事業）

事業イメージ

間接補助事業／委託事業（メニュー別スライドを参照）

• オンサイトPPA等による自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池の導入・価格低減を進め、ストレージパリティの達成を目指す。
• 新たな手法による再エネ導入・価格低減により、地域の再エネポテンシャルの有効活用を図る。
• デマンド・サイド・フレキシビリティ（需要側需給調整力）の確保により、変動性再エネに対する柔軟性を確保する。

民間企業等による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進し、再エネ主力化とレジリエンス強化を図ります。

民間事業者・団体等

メニュー別スライドを参照

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■委託・補助先

（3)-1需要側設備の運転制御によるﾃﾞﾏﾝﾄﾞ･ｻｲﾄﾞ･ﾌﾚｷｼﾋﾞﾘﾃｨ創出

再エネ比率向上 運転制御

需給調整
需要家側供給側

＊EV等については、 (1) ・ (2) ・(3)-1・(3)-2・(4) ・(6)のメニューにおいて、通信・制御機器、充
放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能なEVに従来車から買換えする場合に限り、蓄電容量
の1/2(電気事業法上の離島は2/3)×4万円/kWh補助する。（上限あり）

（1）オンサイトPPAによる自家消費型太陽光・蓄電池導入

需要家（企業等） 発電事業者

太陽光パネル等
設置・運用・保守

電気利用料

【令和５年度要求額 20,000百万円（3,800百万円）】

＊ストレージパリティとは太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を
導入したほうが経済的メリットがある状態のこと
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

①間接補助事業（太陽光発電設備︓定額、蓄電池︓定額（上限︓補助対象経費の1／3））
②委託事業

自家消費型の太陽光発電は、建物でのCO2削減に加え、停電時の電力使用を可能として防
災性向上にも繋がり、（電力をその場で消費する形態のため）電力系統への負荷も低減でき
る。また、蓄電池も活用することで、それらの効果を更に高めることができる。さらに、需
要家が初期費用ゼロで太陽光発電設備や蓄電池を導入可能なオンサイトPPAという新たなサー
ビスも出てきている。

本事業では、初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じ
て、太陽光発電設備・蓄電池の価格低減を促進しながら、ストレージパリティ（太陽光発電
設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入したほうが経済的メ
リットがある状態）の達成を目指す。
①【補助】業務用施設・産業用施設・集合住宅・戸建住宅への自家消費型の太陽光発電設

備・蓄電池（車載型蓄電池を含む）の導入支援を行う。
※蓄電池（V2H充放電設備含む）導入は必須
※太陽光発電の発電電力を系統に逆潮流しないものに限る（戸建住宅は除く）

②【委託】ストレージパリティ達成に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討を行う

• 初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、太陽光発電設備・蓄電池の価格低減
を促進しながらストレージパリティを達成し、我が国の再エネの最大限導入と防災性強化を図ります。

初期費用ゼロでの自家消費型太陽光発電・蓄電池の導入支援等により、ストレージパリティの達成を目指します。

民間事業者・団体
令和３年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■委託先及び補助対象

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(１)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業（経済産業省連携事業）

＊新規で太陽光発電を導入する場合に限り、定置用蓄電池単体での補助も行う。
＊EV等（外部給電可能なものに限る）をV2H充放電設備とセットで購入する場合に限り、蓄電容量の1/2×4万円/kWh補助（上限あり）

需要家（民間企業等） 発電事業者

オンサイトPPAによる自家消費型太陽光発電・蓄電池導入

太陽光発電設備・蓄電池
設置・運用・保守

電気利用料

太陽光発電設備の補助額

業務用施設 産業用施設 集合住宅 戸建住宅

PPA
リース ５万円/kW ７万円/kW

購入 ４万円/kW －
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

①〜④︓間接補助事業（計画策定︓3/4（上限1,000万円） 設備等導入︓1/3、1/2）
⑤︓委託事業

①建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業（補助率1/3）
駐車場を活用した太陽光発電（ソーラーカーポート）について、コスト要件（※）
を満たす場合に、設備等導入の支援を行う。

②地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業（補助率1/2）
営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電について、コスト要件（※）
を満たす場合に、設備等導入の支援を行う。

③オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業（補助率1/2）
オフサイトに太陽光発電設備を新規導入し、自営線により電力調達を行う取組につ
いて、当該自営線等の導入を支援する。

④再エネ熱利用・発電等の価格低減促進事業（補助率3/4、1/3、1/2）
地域の特性に応じた、再エネ熱利用、未利用熱利用（工場廃熱等）、自家消費型再
エネ発電（太陽光発電除く）等について、コスト要件（※）を満たす場合に、計画
策定・設備等導入支援を行う（温泉熱の有効活用のための設備改修含む）。

⑤新たな再エネ導入手法の価格低減促進調査検討事業（委託）
新たな再エネ導入手法に関する調査検討を行い、その知見を公表し、横展開を図る。

• 地域の再エネポテンシャルを有効活用するため、地域との共生を前提とした上で、新たな手法による太陽光発電の導
入・価格低減を促進する。

• 再エネ熱利用、未利用熱利用、自家消費型再エネ発電等の導入・価格低減を促進する。

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進します。

民間事業者・団体等
①④⑤ 令和３年度〜令和７年度
②③ 令和４年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■委託先及び補助対象

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(２) 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業（一部 農林水産省・経済産業省連携事業）

事業イメージ

※コスト要件
①②④（発電）︓本補助金を受けることで導入費用が最新の調達価格等算定委員会の
意見に掲載されている同設備が整理される電源・規模等と同じ分類の資本費に係る調
査結果の平均値又は中央値のいずれか低い方を下回るものに限る。
④（熱利用）︓当該設備のCO2削減コストが従来設備のCO2削減コスト（※過年度の
環境省補助事業のデータ等に基づく）より一定以上低いものに限る。

駐車場太陽光（ソーラーカーポート）

営農型太陽光（ソーラーシェアリング）

ため池太陽光
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

間接補助事業（計画策定︓3/4（上限1,000万円） 設備等導入︓2/3）

⑥熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデル創出事業
・2050年カーボンニュートラルの実現には、電気の脱炭素化だけでなく、熱の
脱炭素化も進めていく必要があるが、熱エネルギーは利用形態や利用温度が多
様なため、需要施設に応じて適切な形での脱炭素化を進める。
・寒冷地では、暖房用途で石油由来の熱エネルギーを多く消費しているが、地
域資源である再エネ等を効果的に活用することで、地域の脱炭素化に加えて、
燃料価格高騰の影響を低減につなげる。
・地域の再エネ電気・再エネ熱・未利用熱等を活用した、①熱分野でのCO2ゼ
ロに向けたモデル、②寒冷地での脱炭素化のモデル、のいずれかに該当する先
行的な取組について、その計画策定や設備等導入を支援する。

• 2050年カーボンニュートラルの実現を見据え、民生部門電力ゼロに加えた先行モデルとして、熱分野でのCO2ゼロ
に向けたモデル創出や寒冷地という脱炭素化の難しい地域でのモデル創出を支援し、熱の脱炭素化を推進します。

地域の再エネポテンシャルの活用に向けて、新たな手法による自家消費型・地産地消型の再エネ導入を促進します。

民間事業者・団体等

令和５年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■補助対象

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(２) 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業

事業イメージ

太陽光 バイオマス

温泉熱 工場廃熱

熱分野でのＣＯ２ゼロ ＆ 寒冷地の脱炭素化へ

再エネ等の地域資源の例
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(３)－１再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業

事業イメージ

①〜③︓間接補助事業（①1/2、②1/3＊ 、③3/4、1/3、1/4）
③︓委託事業 ＊電気事業法上の離島は1/2

①オフサイトから運転制御可能な需要家側の設備・システム等導入支援事業
オフサイトから運転制御可能で平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設

備等（充放電設備又は充電設備、蓄電池、車載型蓄電池＊、蓄熱槽、ヒートポンプ、コジェネ、
EMS、通信・遠隔制御機器、自営線、熱導管等）を整備し、遠隔制御実績等を報告できる事業
者に対し支援を行う。補助対象機器は、実用段階のものに限る。（実証段階のものは対象外）
＊通信・制御機器、充放電設備又は充電設備とセットで外部給電可能なEVに従来車から買換えする場合に限
る（上限あり）
②再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・シ
ステム等導入支援事業

再エネ発電事業者における再エネ出力抑制の低減に資するために、出力抑制の制御をオフラ
イン制御からオンライン制御に転換するための設備等導入を支援する。
③屋外照明のスマート化・ゼロエミッション化モデル事業

スマート街路灯（通信ネットワーク化したLED街路灯）やソーラー街路灯について、計画策
定や設備等導入支援を行う。また、スマート街路灯には日射計等を取り付け、地域の需給調整
力の向上に必要な日射量等の気象データを収集する。

変動性再エネ（太陽光・風力）の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ（需要側需給調整力）の
創出に向け、オフサイトから運転制御が可能であり、平時のエネマネや省CO2化を行う需要側設備等の導入支援を行う。
再エネの出力抑制の低減のため、オフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等の導入支援を行う。地域の
屋外照明について、更なる省CO2化を図りつつ、地域の需給調整力の向上に必要なデータを収集する。

デマンド・サイド・フレキシビリティの創出に向けた需要側の運転制御可能な省CO2型需要側設備等を支援します。

民間事業者・団体等
①② 令和２年度〜令和6年度 ③令和５年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■委託先及び補助対象

需要側設備設置者運転制御を行う者

電力需給や
需要に応じた
利用の増減

通信・制御機器

再エネ設備設置者

通信・制御機器

制御可能な需要側
省CO2設備

オフサイトから運転制御可能な需要側設備（①）や再エネ発電
設備（②）
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(３)－２離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業

事業イメージ

間接補助事業（計画策定︓３／４（上限1,000万円）、設備等導入︓２／３）

離島は、地理的条件、需要規模等の各種要因より電力供給量に占める再エ
ネの割合が低く、本土と比較して、実質的なCO2排出係数が高い。一方で、
太陽光や風力等の再エネは変動性電源であり、電力供給量に占める割合を高
めるためには、調整力を強化していく必要がある。このような調整力の強化
には、再エネ設備や需要側設備を群単位で管理・制御することが有効である。

そこで、離島において、再エネ設備や需要側設備を群単位で管理・制御す
ることで調整力を強化し、離島全体で電力供給量に占める再エネの割合を高
め、CO2削減を図る取組に対して、計画策定の支援や、再エネ設備、オフサ
イトから運転制御可能な需要側設備、蓄電システム、蓄熱槽、充放電設備又
は充電設備、車載型蓄電池、EMS、通信・遠隔制御機器、同期発電設備、自
営線、熱導管等の設備等導入支援を行う。

• 離島において、再エネ設備や需要側設備の群単位の管理・制御技術を社会実装しながら、離島全体での再エネ自給率
の向上を図る。

再エネ設備や需要家側設備を遠隔にて群単位で管理・制御することにより、離島全体での再エネ自給率の向上を図ります。

民間事業者・団体等

令和３年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■補助対象 離島全体での調整力の強化による、
再エネ自給率の向上

通信・制御

再エネ設備等 需要側設備等

エネルギーマネジメントシステム（EMS）
（遠隔にて群単位で管理・制御）

通信・制御

群単位で制御
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(４) 平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル創出事業

事業イメージ

間接補助事業（計画策定︓３／４（上限1,000万円）、設備等導入︓１／２）

①直流による建物間融通モデル創出事業
直流給電システムは、交流給電システムと比べて一般的に電力変換段数が

少なく、電力変換時のエネルギーロス低減による省CO2化が可能である。ま
た、太陽光発電設備や蓄電池を給電線に直接接続できるため、災害時等に停
電が発生した際にも効率的に自立運転することができる。

このような直流給電システムを複数の建物間で構築することで、一定エリ
ア内で平時は省CO2を図りつつ、災害時には地域の避難拠点を形成できる。

本事業では、民間企業等が、直流給電システムという新たな手法を活用し
て、複数の建物間で電力融通を行い、平時での省CO2と災害時の避難施設を
両立する取組に対して、計画策定や設備等導入支援を行う。

• 民間企業等による直流給電システムを活用した平時の省CO2と災害時避難施設を両立する建物間での電力融通モデル
創出を支援する。

省CO2と災害時の電力確保が可能となる新手法による建物間電力融通のモデル創出を支援します。

民間事業者・団体等
令和２年度〜令和6年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■補助対象

直
流

交
流

蓄電池やPV

直流給電

拠点中核建築物 隣接建築物

隣接建築物

直
流

直
流 CPU

直
流

直
流

直流
機器

蓄電池やPV

直流給電システムの構築
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(４) 平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル創出事業

事業イメージ

間接補助事業（計画策定︓３／４（上限1,000万円）、設備等導入︓１／２、２／３ ）

②TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業
TPOモデル（第三者保有モデル）は、需要家が初期費用ゼロで設備を導入す

ることが可能な手法であり、今後は太陽光発電設備のみならず、蓄電池、需
要側省エネ設備、自営線等も含めて、第三者による包括的な設備導入とエネ
ルギーマネジメントを行うビジネスモデルが確立されることで、総合的な脱
炭素化が加速することが期待される。

このようなエネルギーシステムを複数の建物間で構築することで、一定エ
リア内で平時は省CO2を図りつつ、災害時には地域の避難拠点を形成できる。

本事業では、民間企業等が、TPOモデルという新たな手法を活用して、複数
の建物間で電力融通を行い、平時での省CO2と災害時の避難拠点機能を両立
する取組に対して、計画策定や設備等導入支援を行う。

地方自治体と防災協定を締結する取組には重点的な支援を行う。

民間企業等によるTPOモデル（第三者保有モデル）を活用した平時の省CO2と災害時の避難拠点機能を両立するための
建物間での電力融通モデル創出を支援する。

省CO2と災害時の電力確保が可能となる新手法による建物間電力融通のモデル創出を支援します。

民間事業者・団体等
令和５年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■補助対象

SUPER
MARKET

自営線

ＥＭＳ

需要場所Ａ 需要場所Ｂ

ＴＰＯによるパッケージ導入＆エネルギーマネジメント
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

①間接補助事業（補助率1/2 、 1/３＊ ）

新型コロナウイルス感染症の影響により、急速なライフスタイルのデジタル化が進行しており、ICT活用による通信トラフィック及び電力消費
量の激増が予見される。 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和３年６月18日） では「2040年までにデータセンターの
カーボンニュートラルを目指す」 とされており、データセンターのゼロエミッション化（再エネ活用比率・省エネ性能の向上等）に向けた取
組を支援するとともに、地方分散立地推進や再エネ活用による災害時の継続能力向上等のレジリエンス強化を実施することで、デジタル社会
とグリーン社会の同時実現を図る。

データセンターの再エネ活用等によるゼロエミッション化・レジリエンス強化に向けた取組を支援します。

民間事業者・団体等
令和３年度〜令和７年度

■補助対象

①地域再エネの活用によりゼロエミッション化を目指すデータセンター構築支援事業
2050年カーボンニュートラルを達成するには、将来的には、徹底した省エネを行い

ながら再生可能エネルギーを100％活用するゼロエミッション・データセンターが不可
欠となる。また、データセンターは自らがゼロエミッションとなるだけではなく、太陽
光や風力由来の変動する電力供給に対して、ＡＩ等も活用しながらその大きな電力需要
を調整することで、地域の再生可能エネルギーの最大限活用にも貢献することが期待さ
れる（例︓再エネ供給量が多い時には多大なタスクを実行）。さらに、再エネポテン
シャルが豊富な地域やサーバ冷却に外気等を活用できる寒冷地等へのデータセンターの
立地推進は、都市部に偏在しがちなデータセンターの分散立地（エッジDC含む）につ
ながり、地震などの自然災害に対するレジリエンス強化にもつながる。

このため、本事業では、地域の再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンター
の新設に伴う再エネ設備・蓄エネ設備・省エネ設備等導入への支援を行うことで、ゼロ
エミッション化を目指すデータセンターのモデルを創出し、その知見を公表、横展開に
つなげていく。

再エネ設備の導入（地域の再エネ電力）

新設データセンター サーバー冷却の省エネ

電力供給（自営線等）

高効率空調設備等 寒冷外気・
雪氷熱利用等

排
熱 冷

気

AI等の需給制御

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(５) データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業（総務省連携事業）

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

＊太陽光発電設備、省エネ設備は1/3
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

②〜④間接補助事業（補助率1/2 、 1/３＊） ⑤委託事業

②既存データセンターの再エネ導入等による省ＣＯ２改修促進事業
既存データセンターの再エネ・蓄エネ設備等導入及び省エネ改修について支援する。

③省CO2型データセンターへのサーバー等移設促進事業
省CO2性能の低いデーターセンターにあるサーバー等について、再エネ活用等により省

CO2性能が高い地方のデータセンターへの集約・移設を支援する。

④地域再エネの効率的活用に資するコンテナ・モジュール型データセンター導入促進事業
省エネ性能が高く、地域再エネの効率的活用も期待できるコンテナ・モジュール型デー

タセンターについて、設備等導入を支援する。

⑤再エネ活用型データセンターの普及促進方策検討事業
再エネ活用型データセンターの導入及び利用を促進する方策等の調査・検討を行う。

新型コロナウイルス感染症の影響により、ライフスタイルの急速なデジタル化が進行しており、ICT活用による通信トラフィック及び電力消費
量の激増が予見される。 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（令和３年６月18日） では「2040年までにデータセンターの
カーボンニュートラルを目指す」 とされており、データセンターのゼロエミッション化（再エネ活用比率・省エネ性能の向上等）に向けた取
組を支援するとともに、地方分散立地推進や再エネ活用による災害時の継続能力向上等のレジリエンス強化を実施することで、デジタル社会
とグリーン社会の同時実現を図る。

データセンターの再エネ活用等によるゼロエミッション化・レジリエンス強化に向けた取組を支援します。

民間事業者・団体等

令和3年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■委託先及び補助対象

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち、
(５) データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業（総務省連携事業）

～～～ ～～～

… ②改修

③移設

④コンテナ
・モジュール型

～～～ ～～～

…

排
熱

冷
気

排
熱

電力
供給

※2 Power Usage Effectiveness︓データセンターの電力使用効率指標

PUE

前 後

PUE ※2 

前 後

＊②︓太陽光発電設備、
省エネ設備は1/3

③④︓一律1/3
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

空港・港湾・海事分野における脱炭素化促進事業のうち、
（１）空港における脱炭素化促進事業（国土交通省連携事業）

事業イメージ

①委託②間接補助事業（補助率１／２）

空港では、2030年に太陽光パネル2,300ha設置を目標としており、我が国の再
エネ主力化にも大きな貢献が期待できる分野である。この太陽光発電を軸として、
空港施設等からのCO2排出削減を進め、空港全体の脱炭素化を実現する。空港の再
エネ拠点化は、災害時の電力供給を通じて、地域の防災性の向上にも貢献する。
①空港におけるカーボンニュートラル化実施計画策定支援（委託）

太陽光発電・蓄電池の導入、空港車両のEV・FCV化、GPU（地上動力装置）の導
入等による国内空港の脱炭素化に向けて、事業主体・採算性・空港関係者の連携強
化等の検討を行い、各空港の特性に応じた具体的な計画の策定及び事業体制の構築
を行う。
②空港における再エネ活用型GPU等導入支援（補助）

駐機中の航空機への電気・冷暖房の供給について、従来の航空機燃料を活用した
APU（補助動力装置）から空港の再エネ由来電力の活用が可能なGPU等に切り替え、
利用を促進することで、空港のカーボンニュートラル化に貢献する。

空港内及び空港周辺の未利用地を有効活用した、太陽光発電・蓄電池の導入等による再エネ拠点化及び空港施設・空港車
両や航空機の省エネ化を組み合わせることで、空港におけるカーボンニュートラル化を実現し、さらには地域の脱炭素化
と防災性の向上にも貢献することが期待されるため、各空港の特性に応じた計画策定等を支援する。また、駐機中の航空
機の電気・冷暖房の供給に伴うCO2の大幅排出削減に資する再エネ活用型GPU等の導入を支援する。

空港の再エネ拠点化及び省エネ化によるカーボンニュートラルに向けた取組を支援します。

民間事業者・団体、地方公共団体等

令和４年度〜令和５年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 0570-028-341

■委託、補助対象

再生可能エネルギー導入促進

仮に国内97空港の全敷地に相
当する面積で実施した場合、
約800万t-CO2/年削減に相当

効果︓APUからGPU
への切替えによ
りCO2排出量は
約８〜９割削減
（駐機１回あた
り）

空港車両のEV・FCVの導入促進

効果︓ガソリン車のCO2と比較し
て、約５割削減

ANAホームページより

照明・灯火のLED化

効果︓電力使用量・CO2排出
量は、LED化により約３
〜９割の削減

電球式 LED式

①実施計画策定支援

②再エネ活用型GPU等導入支援
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業
（経済産業省・国土交通省連携事業）

補助対象の例

委託事業／間接補助事業

（１）戸建住宅のZEH、ZEH+化、高断熱化による省エネ・省CO2化を支援するため、以
下の補助を行う。

①戸建住宅（注文・建売）において、ZEH※の交付要件を満たす住宅を新築する者に対
する定額補助︓55万円/戸

②ZEH以上の省エネ、設備の効率的運用等により再エネの自家消費率拡大を目指した戸
建住宅（ZEH＋）に対する定額補助︓100万円/戸

③上記①、②の戸建住宅のZEH、ZEH+化に加え、蓄電システムを導入、低炭素化に資
する素材（CLT（直交集成板）等）を一定量以上使用、又は先進的再エネ熱利用技術
を活用する場合に別途補助︓蓄電システム2万円/kWh（上限額20万円/台）等

（２）既存戸建住宅の断熱リフォームに対し1/3補助（上限120万円/戸。蓄電システム、
電気ヒートポンプ式給湯機等への別途補助）

（３）省エネ住宅の普及拡大に向けた課題分析・解決手法に係る調査検討を行う（委託）

①エネルギーの自給自足により災害にも強く、ヒートショック対策にもなるZEH （ゼッチ）の更なる普及、高断熱化の推進
②現行の省エネ基準に適合しない既存住宅の断熱性能向上による原油価格高騰にも資する省エネ・省ＣＯ２化
③2030年度に目指すべき住宅の姿としては、新築される住宅についてZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す。

2030年度の家庭部門からのCO2排出量約７割削減（2013年度比）に貢献することを目指す。
④2050年のカーボンニュートラル達成に向けて脱炭素社会の推進

戸建住宅のZEH、ZEH+化、高断熱化による省エネ・省CO2化を支援します。

【令和５年度要求額 6,550百万円（ 6,550百万円）】

民間事業者等
令和３年度〜令和７年度

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■補助対象・委託先

※「ZEH」は、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備によりできる限りの省エネル
ギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、１年間で消費する住宅のエネルギー量が正味
（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅。断熱等性能等級５に相当。

主要居室の
部分断熱改修が可能

＋

④断熱リフォーム
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

間接補助事業（２／3, 1／2, 1／3 ）

国立公園内利用施設の脱炭素化に資する高効率設備、再生可能エネルギー等の導入を支援します。

地方自治体、民間事業者等
平成30年度〜令和５年度

環境省自然環境局国立公園課 電話︓03-5521-8278

■補助対象

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（４）国立公園利用施設の脱炭素推進支援事業

① 国立公園内の公園利用施設（宿舎事業施設等）の脱炭素化を促進し、CO2排出量の大幅削減を目指す。
② 国立公園をカーボンニュートラルのショーケース、サステナブルな観光地とすることを目指す「ゼロカーボン

パーク」の拡大と取組支援を目指す。

国立公園利用施設は自然条件が厳しい場所に多く立地し、景観等にも配慮しながら施設改
修が必要。これら施設に対し、省CO2性能の高い設備への改修、再エネ利用設備等の導入
に係る費用を支援。さらに、国立公園において先行して脱炭素化に取り組むエリアについ
て「ゼロカーボンパーク」として立地市町村を登録し、その取組を重点的に支援。

○補助対象者︓国立公園事業者
（宿舎事業者、休憩所事業者、博物展示施設事業者、案内所事業者等）

○補助対象施設︓自然公園法に基づき国立公園内で上記事業を営む施設
○補助対象経費︓空調等省CO2改修、高断熱化改修、

再エネ（太陽光、風力、未利用熱、木質バイオマス等）設備導入、
EV充放電設備導入等（設備費等。費用対効果で上限あり。）
※太陽光発電設備導入の場合、EV充放電設備等導入に係る経費も支援。

○補助対象要件︓15％以上のCO2削減、インバウンド対応（補助対象外）

給湯

【例】

空調 太陽光発電

省CO2設備、再エネ設備等

国
立
公
園
の
脱
炭
素
化
・

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
パ
ー
ク
推
進

導入補助

+
インバウンド対
応の改修も実施。
(補助対象外経費)

【補助要件】

トイレ
洋式化

和洋室
整備

【例】

ゼロカーボン
パーク
２／３

上記以外
１／２

※太陽光発電
設備は１／３
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 事業イメージ

間接補助事業（１／2（太陽光発電設備のみ１／３））

上下水道（工業用水道施設含む）・ダム施設における発電設備等の再エネ設備、高効率設
備やインバータ等の省エネ設備等の導入・改修を支援する。

○補助対象経費︓上下水道（工業用水道施設を含む）・ダム施設における発電設備等の
再エネ設備及び附帯設備、
高効率設備やインバータなど省CO2性の高い設備機器等の導入・改修に
かかる費用（設備費等）

上下水道（工業用水道施設含む）・ダム施設の省CO2化に資する高効率設備等の導入を支援します。

地方自治体、民間事業者等
平成28年度〜令和５年度

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 電話︓0570-028-341

■補助対象

流入負荷 機器稼動状況 放流水質 温度・酸素濃度等

省CO2促進に資する設備、省CO2効果の高い最新技術を導入

省エネ化
モデルの

確立

下水処理場の常用電
源として整備する太
陽光発電設備等

小水力発電

太陽光発電
（水道施設に設置するもの）

圧力有効活用

インラインポンプ
浄水場

（又は､配水池）

水源
上
水
事
業
例

下
水
事
業
例

ダ
ム
事
業
例

再エネ設備の設置等
によりダム施設にお
ける脱炭素化の取組

促進

再エネ設備の設置等
によりダム施設にお
ける脱炭素化の取組

促進

上下水道施設（工業用水道施設を含む） 、ダム施設において、再生可能エネルギー設備の設置や省エネ設備等の導入等
の脱炭素化の取組を促進し、業務その他部門のCO2削減目標達成に貢献する。

建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業のうち、
（５）上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業（厚生労働省、国土交通省、経済産業省連携）
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

再生可能エネルギー資源発掘・創生のための情報提供システム整備事業

事業イメージ

委託事業

我が国の再エネ主力電源化の実現を加速するためには、再エネ導入ポテンシャル情報を
ベースに、多角的な分析を加え、効果的な情報提供を行う必要があります。本事業では、
再エネ導入に資する情報を調査し、地方公共団体・事業者・国民による再エネ導入を促進
する機能を有する情報提供システムを整備します。
（１）再エネ導入ポテンシャル等基盤情報の整備

再エネの賦存量や自然環境情報など、再エネ導入ポテンシャルに係る情報の収集・分
析を行うための基盤となる情報を整備します。

（２）再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）の整備・運営
再エネ導入ポテンシャル情報の精緻化を行うとともに、多角的な分析を加え、地方公

共団体別の再エネ導入実績・再エネ導入目標、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域、
再エネ導入に適した施設等を可視化・発信する情報提供システムを整備・運営します。

（３）全国太陽光発電設備導入状況・導入可能性調査
再エネ導入ポテンシャル発現に向けた各種施策の進捗把握のため、衛星画像等のAI解

析やスマートメータ情報の活用等により効率的に全国の太陽光発電設備の導入状況の把
握及び導入可能性の調査を行い、その結果を発信し、太陽光発電設備の導入を促進しま
す。

① 全国・地域の再エネの導入ポテンシャル情報等をデータベースとして整備します。

② 再エネの導入ポテンシャル情報等を用いて、再エネ導入の促進に適したエリア等を可視化・発信することで、地球
温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域設定支援をはじめとした再エネ導入の促進を図ります。

再生可能エネルギーの導入を促進するための情報提供システムを整備します。

【令和５年度要求額 889百万円（ 889百万円）】

民間事業者等
（１）平成30年度〜令和6年度（２）平成30年度〜令和11年度
（３）令和４年度〜令和11年度

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 ほか 電話︓03-5521-8339

■委託先

■再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）

■各種支援ツール ■全国太陽光発電設備
導入状況・導入可能性調査促進区域検討支援ツール

再エネ目標設定支援ツール

PVパネル有無の判読

PVパネル形状の判読
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素型循環経済システム構築促進事業

事業イメージ

委託事業、間接補助事業（補助率１／３，１／２）

・カーボンニュートラルの実現には、資源を徹底活用する循環経済アプローチが不可欠であ
ることが、国際的な共通認識となっている。我が国では、循環経済工程表において３R＋
Renewableをあらゆる素材に広げることの必要性が打ち出されており、特に脱炭素化を
進める観点からは、従来の資源循環の取組からさらに踏み込んだ資源の徹底活用を図ると
ともに、当該プロセスの省CO2化を図ることが重要。

・一般に、製品原料の多くを海外からの輸入に頼る我が国としては、国内資源の有効活用プ
ロセスは、バージン原料の採取・精製・輸送プロセスよりもCO2排出を削減でき、かつ、
我が国の経済安全保障に貢献するものである。

・本事業では、活用可能性があり循環経済への寄与度が大きいものの、これまで脱炭素の観
点を考慮した資源の活用が十分に進んでいない、①複合素材プラスチック・廃油、②再エ
ネ関連製品（太陽光パネル・リチウム蓄電池等）及びベース素材（金属やガラス等）、③
生ごみ・セルロース系廃棄物のバイオマスといったリサイクル困難素材に着目し、これら
資源の徹底活用を包括的に支援することにより、循環経済アプローチを通じたカーボン
ニュートラルの実現に貢献する技術の社会実装に向けた実証を行う。

廃棄物・資源循環分野の脱炭素化を進めるために重点的に取り組むべき使用済み製品・素材について、省CO2型リサイ
クルプロセスの社会実証に取り組み、循環経済（サーキュラーエコノミー）アプローチを通じたカーボンニュートラル
の実現に貢献する。

脱炭素化に資する資源を徹底活用する技術の社会実装に向けた実証事業を行います。

【令和５年度要求額 5,000百万円（新規）】

民間事業者・団体、大学、研究機関等

令和5年度〜令和９年度
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室 （03-5501-3153） 循環型社会推進室（03-5521-8336）
廃棄物規制課 （03-6205-4903） 廃棄物適正処理推進課（03-5521-9273） 水・大気環境局水環境課海洋プラスチック汚染対策室 （03-6205-4938）

■対象
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素型循環経済システム構築促進事業のうち、
（２）国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベース素材の全体最適化実証事業

事業イメージ

委託事業、間接補助事業（１／２、１／３）

カーボンニュートラル、国内資源循環に向けたリサイクルの全体最適化のための動静脈連携スキーム構築実証を行います。

民間事業者・団体、大学、研究機関

令和５年度〜令和７年度

環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 電話︓03-5501-3153

■委託先

• 脱炭素に向けた再エネ関連製品の普及に伴い、太陽光パネルや車載用バッテリー等の再
エネ関連製品は今後大量廃棄が見込まれており、国内リサイクルの仕組みを確立してい
く必要がある。その際、廃棄リサイクルに伴うCO2排出量を抑制するため、省CO２型
のリサイクル体制を整備していくことが必要。再エネ関連製品やベース素材の製造のた
めに資源需要が増加しており、経済安全保障の観点も踏まえ、循環経済工程表において、
2030年までに金属再生資源倍増という目標が掲げられ、未利用資源の国内循環が急務
である。

• 他方、再エネ関連製品やベース素材については、省CO2型のリサイクルプロセスが確
立されていない。また、リサイクル原料の活用にあたっては、製品や素材の排出時の品
質にはばらつきがあり、忌避物質の混入や品質確保の観点からバージン材からの素材代
替が十分に進んでいない。

• 本事業では、再エネ関連製品やベース素材の省CO2型のリサイクル技術向上と、デジ
タルを用いたトレーサビリティ確保によるリサイクル原料の品質向上を図り、未利用資
源の活用体制構築を促進する実証を行う。

対象物の具体例

処理フロー

少量の
レアメタル
含有製品

バッテリー等の
再エネ関連製品

素材ごとに選別

製品ごとに
回収

従来型

有価となる
資源のみ循環

実証例

アルミ、
ガラス等の
ベース素材

素材ごとに省CO2型選別

国内資源循環

素材に着目して回収

製品 製品 製品

デジタル技術により、
ＣＯ２・資源情報管理

脱炭素・再生材証明発行

① 今後大量廃棄が見込まれる再エネ関連製品の省CO2型リサイクル体制確立
② デジタルを用いた脱炭素・再生材証明の構築による未利用資源の活用体制構築
③ 国内資源循環の最適化によるリサイクルビジネスの活性化により、再エネ関連製品のリサイクル体制構築及び

金属資源の倍増を目指す。

回収効率向上

高効率な選別に
よる品位向上

資源価値向上
国内リサイクル
原料の活用増加
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素型のリサイクル設備・再生可能資源由来素材の製造設備等の導入支援を行います。

プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備
導入等促進事業

事業イメージ

間接補助事業（補助率１／３，１／２）

➀省CO2型プラスチック資源循環設備への補助
・効率的・安定的なリサイクルのため、プラスチック資源循環の取

組全体（メーカー・リテイラー・ユーザー・リサイクラー）を通
してリサイクル設備等の導入を支援する。

・再生可能資源由来素材の製造設備を支援する。
②金属・再エネ関連製品等の省CO2型資源循環高度化設備への補助
・国内資源に限りがあることから、都市鉱山を資源調達元として位

置づけられるような体制作りを支援する。

【令和５年度要求額 10,000百万円（新規）】

民間事業者・団体等

令和5年度〜令和9年度

環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 電話︓03-5501-3153

■補助対象

原材料

Li-ion電池
リサイクル設備

太陽光発電設備
リサイクル設備

リユース・
リサイクル

バイオマスプラスチック製造設備 PETボトル水平リサイクル設備

脱炭素型の資源循環

① プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和4年4月に施行されたことを受け、自治体・企業
によるプラスチック資源の回収量増加、また再生可能資源由来素材への需要拡大の受け皿を整備する。

② 再エネの導入拡大に伴って排出が増加する金属資源、半導体をはじめとした少量多品種に分散しているレ
アメタル等を確実にリサイクルする体制を確保する。

バリューチェーン全体の脱炭素化

金属破砕・選別設備

設計・
製造 利用 排出・

回収
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

浄化槽の整備（浄化槽システムの脱炭素化推進事業）

事業イメージ

間接補助事業（補助率︓１／２）

中大型浄化槽について、最新型の高効率機器への改修、先進的省エネ型浄化槽へ
の交換、再エネ設備の導入を行うことにより大幅なCO2削減を図る事業を支援する。

①既設の中大型合併処理浄化槽に係る高効率機器への改修
・最新型の高効率機器（高効率ブロワ等）への改修とともにブロワ稼働時間を効率
的に削減可能なインバータ及びタイマー等の設置を要件とする。
・改修によって当該機器のCO2排出量を20％以上削減（③の再エネ設備導入による
CO2排出量の削減を含む）

②既設の中大型合併処理浄化槽から先進的省エネ型浄化槽への交換
・最新の省エネ技術による先進的省エネ型浄化槽への交換を要件とする。
・交換によって既設浄化槽のCO2排出量を46％以上削減（③の再エネ設備導入によ
るCO2排出量の削減を含む）
※さらに、規模見直し等により高い削減率を達成するものは優先採択

③中大型合併処理浄化槽への再エネ設備の導入
・上記①又は②と併せて行う再エネ設備（太陽光発電･蓄電池等）の導入を支援する

浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、エネルギー効率の低い既設の中大型浄化槽について、最新型の高効率機器
（高効率ブロワ等）への改修、先進的省エネ型浄化槽への交換、再生可能エネルギーを活用した浄化槽システムの導入を
推進することにより、大幅なCO2削減を図る。

浄化槽システムの脱炭素化に向けて、エネルギー効率の低い既設中大型浄化槽への先進的省エネ型浄化槽や再エネ
設備の導入を支援します。

【令和５年度要求額 1,800百万円（1,800百万円）】

民間事業者・団体、地方公共団体等
令和4年度〜令和8年度
環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室 電話︓03-5501-3155

■補助対象

先進的省エネ型浄化槽 高効率ブロワ スクリーン

再生可能エネルギー設備インバータ制御
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お問合せ先︓

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

脱炭素移行に向けた二国間クレジット制度（JCM）促進事業のうち、
（１）二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業（プロジェクト補助）

事業イメージ

①〜④補助事業︓民間事業者・団体等

①二国間クレジット制度（JCM）資金支援事業（プロジェクト補助）
「地球温暖化対策計画」に基づく2030年度までの累積１億トン削減量・吸収量の

確保目標の達成に向けて、経済界の期待も高い優れた脱炭素技術等を導入するプロ
ジェクトに対する資金支援等により、途上国の脱炭素社会への移行等を実現し、我
が国の2030年目標達成にも活用。
②水素等新技術導入事業

JCMパートナー国（特に新規パートナー国）及びパートナー候補国における新た
な脱炭素技術の導入促進のための事業を実施。
③グリーン水素製造・利活用第三国事業

JCMパートナー国における再エネ由来水素製造、利活用等を促進することで、当
該国における再エネ水素市場とJCMプロジェクト創出を促進。
④コ・イノベーションによる脱炭素技術創出・普及事業

我が国の優れた脱炭素製品・サービスの相手国に適したリノベーションを実施。

① 「地球温暖化対策計画（令和3年10月閣議決定） 」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ
（令和4年6月閣議決定） 」等に基づき、優れた脱炭素技術等をパートナー国に導入することで、CO2排出削減を実現し、我が
国の2030年目標達成に活用するだけでなく、地球規模での排出削減にも貢献。

② JCMパートナー国及びパートナー候補国における新たな脱炭素技術の導入促進し、JCMプロジェクト化を後押し。
③ 再エネが豊富なJCMパートナー国において、再エネ由来水素の製造、輸送・利活用等を促進。
④ 我が国の質の高い脱炭素技術・製品を、システム・複数技術パッケージ化して相手国向けにカスタマイズ。

JCMパートナー国への優れた脱炭素技術等の導入、パートナー国拡大を前提とした導入事業の実施、再エネ水素利活用等の促進を支援
することにより、途上国の脱炭素社会への移行に向けたJCMプロジェクト等を推進します。

環境省 地球環境局 国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室 電話︓03-5521-8248

■補助対象

国際コンソーシアム
（日本法人・外国法人で構成） JCMプロジェクト

投資・事業化

非営利団体(執行団体)

GHG削減量の特定
クレジットの発行

MRV

②水素等
新技術

導入事業

高効率変圧器 高効率冷凍機 太陽光発電 廃棄物発電

50%を上限として初期コストの補助
（補助率低減等によりコスト低減及び自立的普及を促進）

①~③間接補助事業（補助率: 1/2以内）④間接補助事業（補助率: 2/3以内）

①平成25年度〜令和12年度、②令和５年度〜5年度、③④令和元年度〜５年度

①JCMパ－トナー国への脱炭素技術設備・機器の導入

③グリーン水素に
よるJCMプロジェ

クト創出

④脱炭素技
術の創出・

普及

「地球温暖化対策計画」、「新しい資本主義実
行計画」のJCM関係目標の達成
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事業目的

事業概要

( 3.5

宇宙太陽光発電における無線送受電技術の高効率化に向けた研究

開発事業委託費事業
製造産業局宇宙産業室

マイクロ波方式の宇宙太陽光発電システムの中核技術である無線送受電技術

の確立に向け、令和５年度は以下の取組を行います。

（１）発送電一体型パネルの開発：確認試験、総合評価、課題抽出 等

（２）送電部の高効率化：確認試験、総合評価、課題抽出 等

（３）地上における長距離送電の実証：システム製造、組み合わせ試験 等

（４）マイクロ波無線送受電技術の民間転用：展示会への出展、ビジネス化

に向けた研究会の開催 等

将来の新エネルギーシステムとして期待されているマイクロ波方式の宇宙太陽光

発電システムの実現に必要な研究開発を行うことを目的とします。

成果目標

令和元年から令和６年までの６年間の事業であり、最終的には周辺回路を含めた送

電部の変換効率を60％に改善するとともに発送電一体型パネルの重量を36kg/㎡に

改善することを目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

億円 ）令和５年度概算要求額 4.0 億円

民間企業等
委託

国

静止軌道

36,000㎞

（長距離送電実証のイメージ）

1km

程度

マ
イ
ク
ロ
波
送
電

パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号

送電部

ビーム方向

制御部

【概要】

地面に送電部を設置して、地上から上空へ送電

し、ビームパターンを測定

【確認事項】

・ビーム形成技術

・ビーム方向制御

技術実証



事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

国際再生可能エネルギー機関分担金
資源エネルギー庁省エネルギー部・新エネルギー部

政策課 国際室

令和５年度概算要求額 1.4 億円

IRENAの加盟国として分担金を支払い、加盟国に対するIRENAの以下の活動

を支援します。

　①再生可能エネルギーに関する政策立案能力構築のためのワークショップ開催

　②世界的な再生可能エネルギー導入に向けた技術ロードマップの策定

　③再生可能エネルギーに関する知識の集約・移転

　④再生可能エネルギー利活用のための政策アドバイスの実施　　等

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）は、再生可能エネルギーの普及と持

続可能な利用促進を目的として、平成23年（2011年）に設立された、世界

最大の加盟国・地域を擁する再生可能エネルギー関連の国際機関です。

IRENAの加盟各国（2022年5月時点：166か国とEU）に割り振られた分担

金の支払いを通じ、世界規模での再生可能エネルギーの普及と持続可能な利

用促進に貢献することを目的とします。

成果目標

再生可能エネルギーの導入を世界規模で促進することにより、最終的には、国際的な

エネルギー需給の逼迫の緩和及び我が国のエネルギーセキュリティの確保への貢献を目

指します。

( ）1.3 億円

IRENAによる調

査・普及活動

国
国際再生可能エネルギー機関

（IRENA)

分担金

再生可能エネルギーの

国際的な普及・利用促進

地熱発電太陽光発電 風力発電



事業目的

事業概要

30.0

固定価格買取制度等の効率的・安定的な運用のための業務委託事

業

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー課

FIT制度及びFIP制度に基づく、再生可能エネルギー電気の事業計画認定等、

再生可能エネルギー関連制度の運用が効率的かつ適切に行われるよう、以下に

取り組みます。

（１）FIT(FIP含む）システム等の構築・運用保守・改修

（２）50kW未満の太陽光発電設備の代行申請等（制度移行、賦課金特

例認定審査支援）

（３）価格動向分析

（４）既認定案件の適正化支援

（５）認定審査効率化支援

「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく、固定

価格買取制度（FIT制度）及び、市場価格をふまえて一定のプレミアムを交付

する制度(FIP制度）について、効率的・安定的に運用を行い、認定情報の管

理・分析及び申請手続や審査等の支援、固定価格買取制度等の管理システ

ムを改修を行い、最大限の再生可能エネルギーの導入拡大を図ります。

成果目標

認定情報の管理・分析及び申請手続や審査等の支援を実施し、再生可能エネル

ギー導入推進の原動力となっている固定価格買取制度等の安定的かつ効率的な制

度運用の実施を目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

億円 ）令和５年度概算要求額 33.0 億円 (

委託
国 民間団体等



事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額

本事業は、太陽光発電の長期安定電源化に資するため、以下の事業を実施し

ます。

（１）信頼性・安全性確保、マテリアルリサイクル技術の開発等

信頼性・安全性確保のためのガイドライン策定や太陽光モジュールのリサイクル技

術、太陽光発電の発電量の予測技術等の開発を行います。

（２）系統影響緩和のための技術実証等

太陽光発電による系統影響を緩和するため、太陽光発電の出力変動を踏まえ

て調整力として活用できるような制御技術の開発を行います。

（３）太陽光発電の導入可能量拡大に向けた技術開発

太陽電池の更なる高付加価値化や高度化に資する技術の確立を目指し、タン

デム型の積層技術の開発や超高効率太陽電池の低コスト化に必要な装置開

発等を行います。

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、太陽光発電設備の信頼性・安全確

保、資源の再利用化を可能とするリサイクル技術の開発、出力の変動を高度に

予測するための発電量予測技術、系統影響を緩和する技術の開発、また、太

陽電池の更なる導入拡大を図るための高効率化や低コスト化等を行い、太陽

光発電の長期安定電源化に資することを目的とします。

成果目標

令和2年度から令和6年度までの5年間の事業であり、太陽光発電の長期安定電源

化や導入可能量の大幅拡大に資する６件の技術の確立を目指します。

）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー課
太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業

34.0 億円 ( 30.5 億円

国

新エネルギー・産業

技術総合開発機構

（ＮＥＤＯ）

交付金

【民間企業等】

共同研究補助(2/3､1/2)、補助(1/2)

【大学等】 委託

(1),(2),(3)委託・共同研究補助・補助

（2/3、1/2）
民間企業、

大学等

＜太陽光パネルの基本的な構造＞

（出典：デュポンHP）
＜タンデム型太陽電池の構造イメージ＞

リ
サ
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ル
率
の
向
上

高
効
率
化
・
低
コ
ス
ト
化



事業目的

事業概要

億円

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー課

令和５年度概算要求額 165.0 ( ）125.0億円

再エネ利用を希望する需要家が、発電事業者や需要家自ら太陽光発電設備を設置

し、 FIT/FIP制度・自己託送によらず、再エネを長期的に利用する契約を締結する場合

等の、太陽光発電設備の導入を支援します。令和５年度からは、新たに蓄電池併設型

の設備導入について支援を拡充します。

【主な事業要件例】

・一定規模以上の新規設置案件※であること

※同一の者が主体の場合、複数地点での案件の合計も可（１地点当たりの設備規模

等についても要件化）

・FIT/FIPを活用しない、自己託送ではないこと

・需要家単独又は需要家と発電事業者と連携※した電源投資であること

　※一定期間（8年）以上の受電契約等の要件を設定。

・廃棄費用の確保や周辺地域への配慮等、 FIT/FIP制度同等以上の事業規律の確

保に必要な取組を行うこと　　等

2030年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目標の実

現に向け、再エネの拡大・自立化を進めていくことが不可欠であり、また、需要家

である企業等もSDGｓ等の観点から、いわゆるRE100をはじめとした事業活動

に再エネの活用を求められる状況にあります。しかし、需要家による太陽光発電

の活用は道半ばであり、現時点で必ずしも自立的な導入拡大が可能な状況に

は至っていないことから、需要家主導による新たな太陽光発電の導入モデルの実

現を通じて、再生可能エネルギーの自立的な導入拡大を促進することを目的とし

ます。

民間事業者等が太陽光発電設備を導入するための、機器購入等の費用について、

2/3又は1/2を補助する。

　※自治体連携型：2/3、その他：1/2

成果目標

令和4年度から4年間を目途に継続して実施する事業であり、2030年の長期エネル

ギー需給見通しの実現を目指します。

①契約・精算

需要家 小売事業者

発電事業者等

①②の契約等

による紐付け

②契約・精算

【対象事業スキームイメージ】

国 民間団体

補助金

（定額）

補助

（2/3、1/2）
民間企業等



事業目的

事業概要

資源エネルギー庁電力・ガス事業部

原子力立地政策室

／原子力広報室
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

令和５年度概算要求額 億円 ( ）72.0 億円72.0

成果目標

エネルギー構造の高度化などに向けた地域の理解促進・自立的発展に向けた取組の達

成を目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

　ビジョンの作成や調査・研究等のソフト事業から設備設置等のハード事業まで、

再生可能エネルギーを活用した地域振興のための取組を支援します。（補助率：

定額）

（１）地域理解促進事業：自治体等が行う、再生可能エネルギーを活用した

地域振興等の取組を通じて、エネルギー構造の高度化等に係る地域の理解を図

る事業を支援します。

（２）技術開発事業：自治体が行う再生可能エネルギー・省エネルギーに関す

る技術開発を通じて、当該自治体のエネルギー構造の高度化等に係る地域の理

解を図る事業を支援します。

（３）エネルギー構造道高度化等相談地域プラットフォーム構築事業：（１）

の事業を行う、自治体等を対象としたエネルギー構造高度化等に係る事業可能

性の検討を含めた指導等の事業を行う民間団体等を支援します。

原子力発電所立地地域やその周辺地域における再エネ等を活用したまちづくりビ

ジョンの策定に加え、発電設備などの導入も支援し、再エネを活用した地域振興に

関する取組への支援を通じて、地域における多様なエネルギー源の組み合わせ

（エネルギー構造の高度化）への理解を深め、持続的かつ自立的な地域の発展

につなげることを目的とします。

事業イメージ

国 自治体等

補助（定額）

【ビジョン策定】

設備設置に向けた

調査・実証研究

地域エネルギー

ビジョンの策定

【調査・研究】 【設備導入】

太陽光発電 小水力発電施設



（１）３D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化の推進
都市空間情報デジタル基盤構築調査 調 査 15.0億円(3.00倍)

都市空間情報デジタル基盤構築支援事業 補 助 15.0億円(2.14倍)

４．まちづくりのDX

令和5年度

都市インフラの再構築、先端的な都市サービス導入、都市におけるオープン・イノベーション創出等のまちづくりDXの社会実装を推進
するため、デジタル・インフラである3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化プロジェクト（PLATEAU/プラトー)を更に進め、「まちづく
りのデジタル・トランスフォーメーション実現ビジョン」に基づく持続可能、Well-beingの向上、機動的で柔軟な都市の実現を目指す。

建築BIMや不動産ID等とも連携して「建築・都市のDX」を推進し、国によるデータ整備の効率化・高度化のための技術開発や先進
的な技術を活用したユースケースの開発等に取り組むとともに、地域のオープン・イノベーションの創出等を推進する。
都市空間情報デジタル基盤構築調査

データ整備の効率化・高度化

■標準仕様の拡張（データ整備の高度化）
デジタルツインの社会実装を実現するため、3D都市モデル
の標準データモデル(PLATEAU標準仕様)を更に拡張する。

ユースケース開発 地域における社会実装

■標準作成手法の発展（データ整備の効率化）
地方公共団体におけるデータ整備を推進するため、低コス
ト・短周期・高精度のデータ作成手法を開発する。

台帳、CAD、地下計測データ等
を用い、共同溝、地下街等の地
下構造物の3D都市モデルを作成
するための標準仕様策定

BIM/CIM、台帳、地上測量デー
タ等を用い、橋梁、トンネル、堤防
等の土木構造物の3D都市モデル
を作成するための標準仕様策定

BIM/CIM 3D都市モデル
建物単位の詳細なBIMモデルを
活用し、都市スケールの3D都市
モデルを作成するための情報交換
要件（変換ルール）の開発

高精度で情報の正確度が高い登
記所備付地図（14条地図）を
活用して3D都市モデルを作成す
るためのデータ整備手法の開発

14条地図

■先進的な技術を活用したユースケース開発
地域の課題解決や価値創出につながる先進的な技術を
活用したユースケース開発を推進する。

AR、VR、リアルメタバース等の先進的
な技術を活用した新たなサービス提供

不動産ID等やデータ連携基盤（都
市OS）と連携した地域課題の解決

3D都市モデルをマップとしたドロー
ン等の自律飛行システム

都市の変化を予測する都市
開発シミュレーション

■地域のオープン・イノベーションの創出
デジタル技術を活用した地域の課題解決、住民参加、
イノベーション創出等を推進する。

PLATEAUのオープンデータを
活用したこれまでにないソリュー
ション創出のため、ハッカソン、ア
プリコンテスト、アクセラレーション
プログラム等を実施

地方公共団体のケイパビリティ
向上や民間人材のすそ野拡
大などを狙った官民のデジタル
人材の育成プログラムの開発・
実施

3D都市モデルを活用した浸水シ
ミュレーションに基づく防災まちづくり

太陽光発電量等のシミュレーショ
ンによる地域脱炭素の推進

■全国データのオープンデータ推進/流通性向上
現在の可視化機能に加え、自治
体によるデータ登録、データ更新等
を可能とするシステム（PLATEAU 
VIEW2.0）を実証的に開発。
実証調査を踏まえ、早期の実装を
目指す

令和4年度
「PLATEAU VIEW2.0」の開発 「PLATEAU VIEW2.0」の改修・運用

-29-



（１）エネルギーの効率的な利用によるグリーン化の推進 国際競争拠点都市整備事業 補 助 160.0億円(1.23倍)

５．まちづくりのグリーン化の推進

大都市の業務中枢拠点における国際競争力をより一層高めるため、市街地整備と一体となった面的エネルギーの整備を加速化させ
防災性の向上を図るとともに、2050年カーボンニュートラルの実現に向けたエネルギーの効率的な利用により、まちづくりにおけるグリーン
化を推進する。
このため、都市開発事業等と一体的に実施されるエネルギー導管等の整備と合わせたエネルギー供給施設の整備に対して支援を行

い、自立・分散型エネルギーシステムの導入を促進する。
国際競争業務継続拠点整備事業
災害時における電気・熱の安定供給による防災性向上や、エネルギー需要やピークの平準化によるエネルギーの効率的な利用に資す

るエネルギー面的利用の推進を加速化するため、下記の取組への支援を強化する。
○ エネルギー導管を活用し、複数の建物にエネルギーを供給するためのエネルギー供給施設の整備を支援対象に追加。
○ 特定都市再生緊急整備地域外（オフサイト）を対象区域に追加。
※特定都市再生緊急整備地域内にエネルギーを供給するための施設整備に限る。

都市開発事業等と一体となったクリーンで効率的なエネルギー利用の推進

＜支援イメージ＞ ＜オフサイトにおける取組イメージ＞

再生可能エネルギー施設
（太陽光発電施設 等）

コージェネレーションシステム
（CGS）

＜支援対象イメージ＞
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再生可能エネルギー導入の推進

都市の緑については、樹木等の生長に伴うCO₂吸収や、ヒートアイランド現象の緩和により、空調のエネルギー負荷を低減するCO₂排
出抑制の効果を持つことから、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素先行地域等において、都市公園整備をはじめとする
公共空間の緑化、建築物の屋上緑化等の取組を推進し、新たな緑化空間の創出を図る。
全国に約11万箇所ある都市公園では、国営公園や地方公共団体が管理する都市公園の一部に太陽光発電施設が設置されてい

る状況にあるが、再生可能エネルギーの導入目標（令和4年中策定予定）の達成に向けて更なる導入を推進し、温室効果ガスの削
減に寄与するとともに、自立分散型エネルギーの確保による防災性の向上やエネルギーの地産地消による経済循環等の実現を図る。

CO2吸収源となる都市公園整備の推進

グリーンインフラの社会実装

区立西綾瀬公園（東京都足立区）

○ 脱炭素先行地域等において、緑化規模等、一定の要件を満たす
民間建築物についての屋上緑化等の取組を推進する。

○ 脱炭素先行地域等において、樹木等の有するCO₂の吸収や排出
抑制効果を活かし、CO₂吸収効果の高い樹木主体の都市公園の
整備を推進する。

○ 官民連携・分野横断により、自然環境が有する多様な機能を引き
出し、戦略的に地域課題の解決を目指すグリーンインフラの取組を推
進する。

<樹木主体の公園のイメージ>

緑化率80%かつその過半が樹木

樹木

休憩施設等

園路

緑化された
部分

街路樹の整備

都市公園の整備 公共施設・民間建築物敷地の緑化

屋上緑化

※目標を定めた事業計画に従い、
面的なグリーンインフラの導入を総合的に実施

ソーラーパネル付き照明灯
（東京都小金井市）

海の中道海浜公園
（福岡県福岡市）

○ 自立分散型エネルギー確保の観点も考慮しつつ、災害発生時に避
難地や防災拠点となる防災公園を中心に、避難者の適切な誘導等の
ための照明やスマートフォン等を充電するための電源等として、再生可能
エネルギー型発電施設の導入を推進する。

○ 国営公園においては、再エネ電気の調達と
発電施設の整備によって、2030年度を目途に
国が行う事務・事業に係る電力について、可能
な限りの再生可能エネルギーの導入を目指す。

○ Park-PFIを活用した官民連携による都市公
園への太陽光発電施設の導入の推進を図る。

＜防災公園における取組イメージ＞

（２）都市公園等におけるカーボンニュートラルの推進
５．まちづくりのグリーン化の推進

グリーンインフラ活用型都市構築支援事業 補 助 3.9億円(1.56倍)
都市公園・緑地等事業 社総交 6,900億円の内数

防安交 9,677億円の内数
国営公園等事業 直 轄 299.7億円(1.24倍)

園内通路の屋根を活用した
太陽光発電施設の設置イメージ
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官民連携の新たな枠組みによるハイブリッドダム
４．GXの推進

○ 気候変動に適応した多目的ダム等の治水機能の強化を官民連携の新たな事業体制で実施するとともに、
カーボンニュートラル（緩和）、地域振興との両立を図る。

水力発電の促進（民間） 地域振興（民間・自治体）治水機能の強化（国等）

・運用高度化による治水への有効活用
・放流設備の改造・嵩上げ、堆砂対策

・運用高度化等による安定した
発電水量の確保

・発電施設の新設、増強
・ダム湖の冷水の活用

・ダム周辺遊休地等の活用
・発生した電力を活用した地域振興

例：SPC設置（発電に新たに参画する企業等）

治水機能強化とｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙへの貢献

地域振興

例）発電容量に応じた資金負担ルール等の検討【新しい資金調達方法】

例）参画企業が持続的な地域振興を現地で展開 【民間ノウハウ活用】

【平常時：発電最大化】 【洪水時：治水最大化】

気象・IT技術を活用した高度運用

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ容量 治水容量

【電力の活用例】
・データセンター
・地域交通（電気バス）等

【地域振興例】

遊休地を活用した
太陽光発電 等

【発電設備例】

ダム事業の従来のプレイヤー

河川管理者（国、水機構）

利水者（発電、水道事業者等）

地元自治体 等

取組のポイント（従来との違い）
官民連携の強化

新たなプレイヤー

発電に新たに参画する企業
（例えば脱炭素に取り組む

企業等）

新たな投資の仕組み

例）気候変動に適応する洪水調節機能の増強や運用高度化等
【ハイブリッド容量の設定】

新たな事業体制の構築

官民連携によるハイブリッドダムの展開

令和４年度のサウンディング（官民対話）における民間からの意見・提案も踏まえ、
令和５年度には具体の地区を想定したフィージビリティ・スタディを行い、事業化に向けた検討を推進

iStock:LeoPatrizi iStock:gorodenkoff

29

78億円



LCCM住宅整備推進事業

■地域木材等の利用
■高炉セメントコンクリート使用

■太陽光発電パネル
＋太陽熱給湯集熱パネル

■空気の流れを作り出す通風塔

■LED照明の多灯分散配置
■高効率ヒートポンプエアコンに

よる部分間欠冷暖房

■日射を遮蔽する木製ルーバー
■光と風を取り込む

パラボラ状の壁形状

■ヒートポンプ給湯器
■燃料電池

ＬＣＣＭ住宅の例

※ライフサイクルカーボンマイナス住宅・研究開発委員会

LCCM住宅 ： 使用段階のCO2排出量に加え資材製造や建設段階等のCO2排出量の削減、長寿命化により、ライフサ
イクル全体（建築から解体・再利用等まで）を通じたCO2排出量をマイナスにする住宅。最高レベルの脱
炭素化住宅。

○ LCCM住宅（戸建住宅）の新築について支援。

【補助対象費用・補助率】
以下の費用の合計額の１／２

設計費
建設工事等における補助対象工事の掛かり増し
費用

【補助要件】
ZEHの要件を満たすこと
再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費量が
現行の省エネ基準値から25％削減されているもの
ライフサイクル全体のCO2排出量を算定※し、その結果
が0以下となること
※建設、居住 、修繕・更新・解体の各段階を通じたCO2排出量が、

太陽光発電によるCO2削減量を下回ることを、指定のツールを
用いて評価

【補助限度額】 戸建住宅 140万円／戸

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅の脱炭素化を推進するため、先導的な脱炭素化住宅

であるLCCM住宅整備への支援について、共同住宅を追加する。

拡充
令和５年度予算概算要求額：
住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（381.26億円）の内数

＜現行制度の概要＞
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特定施策賃貸住宅ストック総合改善等事業

UR賃貸住宅において、既存ストックの有効活用等を図るため、都市再生機構が行う耐震改修やバリア

フリー改修（段差解消、中層EV設置等）、省エネ改修等に対して支援を行う。

令和５年度予算概算要求額： 81.7億円

機構賃貸住宅建替推進事業 ： 建替に伴い移転者が移転に要する費用 ※補助率1/2

安全対策強化事業：EVの安全対策
※補助率1/3

■戸開走行保護装置（ＵＣＭＰ）
ブレーキに故障・不具合が発生した際に機能す
る運転制御回路等によって戸開走行を検知し、
かごを制止させる装置。

UCMP
設置

改修前

耐震改修事業 ※補助率1/3

改修後

個別改善事業 ： 住戸改善、共用部分改善 等 ※補助率1/5

特定バリアフリー改修事業 ： 一定の地域の団地＊における複合的なバリアフリー化 ※補助率1/3
＊バリアフリー法第２５条第１項に規定する基本構想を作成する市町村の区域等

段差への配慮

共有部改修

エレベータ設置 指詰め等の防止

ゆっくり閉まるﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ（玄関扉）

医療福祉拠点化団地における「総合的な改修」に係る補助率の特例* ※補助率1/2
＊令和7年度末までに着手したものに限る。

低炭素化改修等促進事業
補助対象：断熱改修（窓や玄関扉の断熱改修等）、再エネ設備の設置
補助率 ：1/3 ※窓の断熱改修については令和5年度末までに着手したものに限り 1/2

複層ガラスへの交換 太陽光発電関連設備の設置玄関扉の断熱改修

●改修前 ●改修後

継続

＜現行制度の概要＞
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サービス付き高齢者向け住宅整備事業
令和５年度予算概算要求額：
スマートウェルネス住宅等推進事業（211.6億円）の内数

補助率 補助対象・限度額（※１）

新築

床面積30㎡以上
（かつ一定の設備完備）

１／１０
（※４）

135万円／戸（※２，３）

床面積25㎡以上 120万円／戸（※３）

床面積25㎡未満 70万円／戸（※３）

改修 １／３ 195万円／戸（※５，６）

既設改修 １／３ （※７）

補助率 限度額

改修・
既設改修
（※１）

１／３ 1,000万円
／施設

新築（※２） １／１０

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。

※２ 住棟の全住戸数の２割を上限に適用し、住棟の全住戸数の２割を超える住戸の限度額は120万円／戸。ただし、入居世
帯を夫婦等に限定する場合、上限に関わらず当該住戸の補助限度額は135万円／戸。

※３ ZEH相当水準の整備を実施する場合は限度額を1.2倍とし、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等を設
ける場合は10万円／戸を上乗せする。

※４ ZEH相当水準の整備を実施する場合は3/26とする。

※５ 改修は、共用部分の改良、バリアフリー基準に適合させるために必要となる改良、用途変更に伴い建築基準法等の法令
に適合させるために必要となる構造・設備の改良（高齢者住まい法上必要となる住宅設備の設置等）、省エネ性能の向
上のための構造・設備の改良及びエレベーターの設置並びに調査設計計画（既存ストック型サービス付き高齢者向け住
宅に限る）に係る費用に限る。

※６ 限度額195万円/戸の適用と、調査設計計画費の補助対象への追加は、①階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊
下を設置する、②戸建住宅や事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必要
となる、③車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等を設ける、④省エネ性能の向上のための構造・設備の
改良を行うのいずれかの改修の場合のみ。その他の改修の場合は、新築と同じ限度額と補助対象が適用。

※７ 既設改修は、IoT技術を導入して非接触での生活相談サービス等の提供を可能とする改修に係る費用（限度額10万円／
戸）、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等の改修に係る費用（限度額150万円／戸）、止水板設置等
の整備に係る費用（限度額35万円／棟）、省エネ性能の向上のための構造・設備の改修に係る費用（限度額35万円／
戸）に限る。

※１ 既設改修の場合において、地域交流施設等の
整備を補助対象に追加する。

※２ 介護関連施設等の整備は補助対象外。

高齢者生活支援施設

制度概要 補助内容の概要

住宅

継続

補助率 限度額

太陽光パネル
・蓄電池 １／１０

合わせて
４万円／戸

太陽熱温水器 ２万円／戸

再エネ等設備（※）

※ 以下の要件を満たす場合が補助対象（新築・改修・既設改修共通）。

・全量自家消費であること
・災害後の停電時に電源が確保できる仕様であること
・やむを得ない場合を除き、災害時に地域住民へ電源を提供すること

バリアフリー対策や災害リスクへの対応、省エネ対策等の観点から、サービス付き高齢者向け住宅の整

備費に対する支援を行う。

○ 高齢者住まい法に基づくサ高住として10年以上登録すること

○ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められてい
ること

○ 入居者からの家賃等の徴収方法が前払いによるものに限定されていないこと

○ 市町村のまちづくり方針と整合していること

○ 運営情報の提供を行うこと

○ 入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること

○ 新築のサ高住の立地が、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域に原則該当しな
いこと

○ 新築及び改修のサ高住では、地方公共団体からサ高住に対して応急仮設住宅又は福祉
避難所としての利用について要請があったときは、協定締結等の協議に応じること。また、
発災時には、運営上支障がある等の特段の事情がある場合を除き、地方公共団体と協議

の上、要配慮者（原則としてサ高住入居資格を有する者）を受け入れること

○ 家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額（11.2～24.0万円／月）とすること

○ 新築のサ高住は原則として省エネ基準に適合すること

○ 市町村地域防災計画に位置づけられたサ高住について、避難計画を作成し、避難訓練を
実施すること 等

補助要件

ハード

○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

サービス ○必須サービス：安否確認サービス・生活相談サービス

契約内容

○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、
居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 等

登録基準

○60歳以上の者
○要支援・要介護認定者 等

戸数 276,563戸

棟数 8,103棟

登録状況（R4.6末時点）入居者要件
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Ⅳ．鉄道分野におけるＧＸ、ＤＸへの投資の加速化 
 

１．鉄道資産を活用したＧＸの投資加速化 

 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、鉄道分野においてもカーボンニュート

ラルに関する取組を加速化させる必要がある。令和４年８月の「鉄道分野におけるカ

ーボンニュートラル加速化検討会」における中間とりまとめを踏まえ、鉄道資産を活

用した再生可能エネルギーの生産（太陽光パネルの設置等）等の取組について、CO2 削

減効果や事業性等を明らかにする調査を行うとともに、鉄道事業者等が行う鉄道脱炭

素に向けた取組を支援する。 

 

（１）鉄道分野のＣＮ加速化に関する調査 

 [国費：392 百万円の内数] 

    (鉄道整備等基礎調査委託費等) 

 

「鉄道分野におけるカーボンニュートラル加速化検討会」における中間とりまとめ

を踏まえ、鉄道資産を活用した再エネ導入や沿線地域と連携したグリーン電力の地産

地消、鉄道車両の脱炭素化等、鉄道脱炭素に資する取組に係るモデルケースについて、

調査・検討を行う。 
 

鉄道脱炭素に向けた取組の概要 

 

 

（２）鉄道脱炭素施設等の実装に係る調査に対する支援 

[事業費：20 百万円、国費：10 百万円] 

 

鉄軌道事業者によるカーボンニュートラル実現に向けた取組を推進するため、鉄軌

道事業者に対して、鉄道脱炭素に資する施設等の整備等に関する調査・検討に必要な
経費の一部を補助する。 

 

２．鉄道の災害復旧の支援 

 

（１）鉄道軌道整備法等による鉄道の災害復旧支援 

 [事業費：3,896 百万円、国費：974 百万円] 

    (鉄道施設災害復旧事業費補助) 

 

鉄道軌道整備法に基づく災害復旧事業費補助により、地震や豪雨などの災害で被

災した鉄道の早期復旧を支援する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、特に大規模な災害で甚大な被害を受けた鉄道については、特別な支援制度

（事業構造の変更等の要件を満たすことを前提として補助率を嵩上げ）により、復

旧を強力に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害発生時における復旧支援活動の強化 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有する技術力等を活用し、地方運

輸局と連携して、災害により被災した鉄道施設の災害復旧支援活動を強化する。 

現状 

山林 

復旧イメージ図 

 

トンネル全体が移動 

災害復旧の例 

 

トンネル内が損傷 

(平成 28 年 4 月 熊本地震) 
被災直後 

 

損損傷傷ししたたトトンンネネルル及及びび  
周周辺辺のの地地山山をを撤撤去去  

被被災災前前ののトトンンネネルル

復旧状況 

ＪＲ東日本 只見線 

被災直後 復旧状況 

災害復旧の例 

南阿蘇鉄道 
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（２）空港分野における脱炭素化の推進

＜事業の概要＞

空港脱炭素化の全体目標「2030年度までに、各空港で４６％以上の削減（2013年度比）及び再エネ
等導入ポテンシャルの最大限活用により、空港全体でカーボンニュートラルの高みを目指す」の達成に
向けて、日本の玄関口である空港の脱炭素化を推進するため、あらゆる手段による取組を実施します。

空港の脱炭素化推進のイメージ

ANAホームページより電球式 LED式

照明・灯火のLED化

JAL提供

５年度要求額 非公共予算 ３（１．３）億円
空港整備勘定 【再掲】 ８３（ ７４）億円

（羽田、一般空港等の内数）
※（ ）内は前年度予算

１７

空港車両のEV・FCV化の促進（写真はEV車の一例）

①空港施設・空港車両からのCO2排出削減に向けた照明・灯火のLED化や空港車両のEV・
FCV化、②航空機からのCO2排出削減に向けたGPU利用等を促進します。
また、空港周辺地域との連携や災害時のレジリエンス強化の観点も重視しつつ、③空港の再
エネ拠点化に向けて、太陽光発電等の再エネ設備の導入を推進します。

①空港施設・空港車両からのCO2排出削減

太陽光発電設備の導入促進GPU利用の促進 走行距離の縮減

✈

関西エアポート(株)ホームページより

③再エネ拠点化②地上航空機からのCO2排出削減



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．みどりの食料システム戦略推進交付金のうちグリーンな栽培体系への転換サポート

3,000（837）百万円の内数
農業生産現場における総合防除の推進に必要となる土壌くん蒸剤の代替技術等の産

地に適した技術の検証、栽培マニュアルの策定等の取組を支援します。
２．食料安定生産に資する新たな病害虫危機管理対策・体制の構築事業のうち病
害虫発生予察・防除体制の高度化事業 64（64）百万円の内数
① IoT等の活用により収集した、幅広い地域の病害虫情報を基に、AI等を活用した
精度の高い発生予察を行い、迅速に情報を発出するための取組を支援します。
② 新たに開発された防除技術を組み入れた全国的に活用可能な総合防除の技術体
系を確立するため、複数県で連携して行う技術試験を支援します。
３．総合防除の推進に要する機器の整備 3,605（2,041）百万円の内数

植物防疫法の一部改正により強化した発生予察事業等の効果的・効率的な実施
のため、迅速、精緻かつ省力的な病害虫の調査に資する機器を緊急的に整備します。
４．総合防除の普及のための指導者の育成 3,605（2,041）百万円の内数

総合防除の普及のため、指導者の育成に必要な研修・講習への参加、当該研修・
講習の開催等を支援します。

50 「予防・予察」に重点を置いた総合防除の推進

＜対策のポイント＞
効果的な病害虫防除による生産力の向上と環境負荷の低減を通じた農業生産の持続性の確保の両立に資する、化学農薬のみに依存せず「予防・予察」
に重点を置いた総合防除を推進していくための取組を支援します。

＜政策目標＞
〇 化学農薬の使用量（リスク換算）の50％低減［令和32年まで］
〇 「予防・予察」に重点を置いた総合防除体系の確立による、生産力の向上と農業生産の持続性の確保の両立

［お問い合わせ先］消費・安全局植物防疫課（03-3502-3382）

（２の事業）

（３、４の事業）

＜事業の流れ＞
交付（定額）

（１の事業）

交付（1/2以内）

定額

委託
都道府県 協議会

国 民間団体等

都道府県等

【令和５年度予算概算要求額 6,669（2,942）百万円の内数】

複数県で総合防除による
防除体系を検討・確立する
体制により、新技術の現場
への普及を加速化

防虫ネット
活用の知見

C県天敵活用
の成果

B県

効果の高い
農薬の知見

A県

迅速・精緻な発生
予察情報の提供

AIを活用した発生予測
シミュレーションモデル

予
想
発
生
量

生
産
力
向
上
と
農
業
生
産
の
持
続
性
の
確
保
の
両
立

（例）土壌くん蒸剤の代替技術の導入

・緑肥の導入
・輪作・休耕の実施
・土壌還元消毒の利用 等

栽培マニュアル（栽培暦、
防除暦）の策定

技術の検証

土壌くん蒸剤の低減

「予防・予察」に重点を置いた総合防除体系の確立

病害虫発生予察・防除体制の高度化

迅速、精緻かつ省力的な病害虫の調査に資する機器の整備

事業の効果的・効率的な実施のための
病害虫の調査に資する機器の緊急的な整備

（例）スマート害虫モニタリングシステム
LED光源と太陽光パネルによる独立電源、
害虫の自動カウントやデータの自動送信に
よる自律的な調査

• 発生予察事業の
強化

• 侵入調査事業の
法への位置付け

法改正

病害虫の発生情報等


